
茨城県生協連ニュース 臨時号 No.2４ 
東日本大震災復興情報 がんばろう！茨城 

2011 年 5 月 19 日 発行：茨城県生活協同組合連合会  水戸市梅香 1-5-5ＪＡ会館分館 5F 電話 029（226）8487 

地震被災発生から、茨城県生協連の各会員生協は、営業の再開と組合員支援、地域支援などに取り組んでいます。 

その取り組みの一部を紹介します。震災からの復興のために、力を合わせてがんばりましょう。 

＜茨城県が震災に便乗した悪質商法被害防止チラシを発行しました。＞ 
 

 
震災後、生活が落ち

着くにつれ、茨城県でも

家屋のか わら の修理

や、土塀や外構工事で

の、悪質な便乗商法の

被害相談が県消費生活

センターに寄せられるケ

ースが目立ってきました 

こうした状況におい

て、茨城県生活環境部よ

り、震災後の消費者被害

を防ぐ主旨につき、チラ

シへの発行協力および

配布要請を受けました。

茨城県生協連では、この

要請を受け、発行協力

団体として、会員生協に

配布協力することとなり

ました。また、チラシに

は、協力団体として、県

生協連と茨城県消費者

団体連絡会が記載され

ています。いばらきコー

プ、パルシステム茨城、

常総生協の 3 生協は、5
月下旬に、宅配事業に

て組合員に配布する予

定となっています。 



東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

＜日本生協連から義援金第 2 次配分金として 1,600 万円が、 

茨城県に振り込まれました。贈呈式は 5 月 19 日予定＞ 

■日生協からのお知らせから抜粋転載■ 

 日本生協連に寄せられた東日本大震災支援募金を 

             5 月 10 日に送金しました 

日本生協連が東日本大震災の被災者支援のために開設した募金口座には、４月３０日現在で、約６億７千万円が寄せら

れています。5 月に行う送金の対象と配分について報告します。 
 
１．募金の送金対象について 

 送金対象は、国の呼びかけで設置された「義援金配分割合決定委員会」（以下決定委員会）（注 1）に被災都道県の代

表として入っており、義援金の送金を受けた都道県とします。決定委員会は４月８日、「住宅全壊・全焼・流失、死亡、行方

不明者は３５万円」、「住宅半焼、半壊は１８万円」、「原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯は３５万」を基準として、これ

に対象世帯・対象者数を乗じた額を、各被災都道県に配分すると決定しました。日本赤十字社と中央共同募金会はこの

基準に従い、各都道県から申請された額を都度送金することにしています。なお、今後、新たな被害判明や決定委員会

の動向に応じて、対象の追加や変更もありえます。 
 日本生協連に寄せられる募金は、全額を確実に被災者の方々へ届けるために、各県の被災者支援のための「義援金

口座」に振り込みます。 

〔募金の送金対象〕 
決定委員会に入っている１５都道県(北海道･青森･岩手･宮城･山形･福島･東京･茨城･栃木･群馬･埼玉･千葉･神奈

川･長野･新潟)のうち、義援金の送金を受けた都道県。 
※４月２８日現在、１２道県に第１次義援金が送金されています。 

 
  日本赤十字社、中央共同募金会は自組織の口座へ、日本放送協会とＮＨＫ厚生文化事業団は、日本赤十字社、もしく

は中央共同募金会の口座への募金を呼びかけています。 
 
２．最終的な募金の配分について 

 最終的な配分は、上記委員会の決定を参考にして按分します。日本生協連としては、決定委員会の最終的な配分の確

定を待たずに、毎月末の募金集計額をもとに、おおよその被災規模に応じて、特に被害の大きかった３県から送金してい

ます。決定委員会の最終的な配分が決まった段階で、それを参考に、対象県の被災者に一定額が配分されるよう留意し

ながら、日本生協連としての按分を決定し、最終の送金時に調整して振り込むこととします。 
 
３. 第１次送金と第２次送金について 

【第 1 次】 岩手 1,000 万円、宮城１,000 万円、福島 1,000 万円 （３県合計：3,000 万円） 
【第 2 次】 青森 160 万円、岩手 6,000 万円、宮城１億 4,000 万円、福島 1 億 3,200 万円、茨城 1,600 万円、 
       栃木 334 万円、埼玉 6 万円、長野県 22 万円、新潟 22 万円  （９県合計：3 億 5,344 万円） 

 第１次送金として、３月３１日締めで岩手・宮城・福島の３県に各 1 千万円、合計で３千万円を配分しました。第２次は４月

３０日締めで、合計３億５,３４４万円を９県に配分します。 



 第１次の岩手と福島については、会長による４月の贈呈日に合わせて、各 1 千万円を送金しました。宮城は５月１０日に

贈呈式を行うため、第1 次の 1 千万円に第２次分１億4,000 万円を加算して５月１０日に送金しました。またその他の県の

第２次分も５月１０日に送金しました（埼玉県は調整中）。今後の送金にあたって、行政窓口との関係で調整が必要な場

合、各県生協連に連絡と調整をいただくこととします。 
 今後も毎月末締めで、順次、送金していきます。なお、送金先と金額は毎月決まり次第、組合員活動速報で会員生協に

お知らせします。 
 
４．募金の受付期間の延長について 

 日本生協連では当初、受付を７月末日までとしていましたが、受付期間を９月３０日(金)までに延長します。なお、中央

共同募金会と日本赤十字社の口座も９月３０日(金)までとなっています。 

＜資料＞都道県別の日本赤十字社と中央共同募金会の第１次義援金送金額と被害状況 

№ 

決定委員会委員の

都道県 

日本赤十字社と 

中央共同募金会の 

第1 次義援金 

(単位:円) 

構成比 
日本生協連4 月〆の配

分額（単位:円） 
 

死者･行方不明

者･全壊･流出･

全焼 

半壊・半焼 

1 北海道 350,000 0.00058 0  1 0 

2 青森 271,900,000 0.45021 1,600,000  277 987 

3 岩手 10,152,550,000 16.81059 60,000,000  24,709 1,842 

4 宮城 23,858,130,000 39.50430 140,000,000  70,865 12,443 

5 山形 700,000 0.00116 0  39 80 

6 福島 23,006,000,000 38.09334 132,000,000  5,116 4,682 

7 東京 0 0.00000 0  10 11 

8 茨城 2,785,510,000 4.61225 16,000,000  1,298 5,738 

9 栃木 252,150,000 0.41751 3,340,000  213 1,374 

10 群馬 530,000 0.00088 0  1 1 

11 埼玉 10,320,000 0.01709 60,000  1 6 

12 千葉 0 0.00000 0  711 2,241 

13 神奈川 0 0.00000 0  4 0

14 長野 38,910,000 0.06443 220,000  

15 新潟 16,710,000 0.02767 220,000  0 0 

 合計 60,393,760,000 100.00000 353,440,000   103,245 29,405 
 

 茨城県生活協同組合連合会のホームページのご案内 

 茨城県生活協同組合連合会と加盟する会員生協の活動や取り組みのご紹介など、生協の

情報提供の場となるように努めていきます。ぜひ、ご覧ください。 

東日本大震災支援 

「つながろうＣＯ･ＯＰアクション」 
日本生協連は、東日本大震災復興支援として、今後の社会・

経済基盤の復旧とくらしの復興にむけて、全国の生協・組合員

とともに「つながろうＣＯ･ＯＰアクション」に取り組みます。 

＜茨城県生協連ホームページのアドレス＞ 
http://www.ibaraki-kenren.coop 


